
議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号及び第７号）） 

意見聴取に対する回答の承認について 

次の事項に係る意見聴取に対する回答について、大阪府教育委員会事務決裁規則第５条

に基づき、教育長が代決により処理したことを同規則第７条第２項に基づき承認する。 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、平成30年２月定例

府議会に提出された議案について知事から意見を求められたことに対して、異議がない旨

の回答をした。 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第４項の規定により、平成30年２

月定例府議会に提出された議案について議会から意見を求められたことに対して、その趣

旨、内容とも適当である旨の回答をした。 

平成30年３月28日 

大阪府教育委員会       

○ 知事からの意見聴取にかかる議案 

（予 算 案） 

 １ 平成30年度大阪府一般会計予算の件（教育委員会関係分） 

 ２ 平成29年度大阪府一般会計補正予算（第５号）の件（教育委員会関係分） 

 ３ 平成29年度大阪府一般会計補正予算（第６号）の件（教育委員会関係分） 

（事件議決案） 

 １ 工事請負契約締結の件（大阪府立成城高等学校校舎棟改築工事） 

 ２ 大阪府公立高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸付金に関する債権放棄

の件 

（条 例 案） 

１ 大阪府青少年健全育成条例一部改正の件 

２ 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例一部改正の件 

３ 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正の件 

４ 職員の管理職手当の特例に関する条例一部改正の件 

５ 知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例一部改正の件 

６ 大阪府職員基本条例一部改正の件 
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７ 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例一部改正の件 

８ 大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例一

部改正の件 

９ 大阪府立学校条例一部改正の件 

10 府費負担教職員定数条例一部改正の件 

11 大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例一部改正の

   件 

○ 議会からの意見聴取にかかる議案 

１ 大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例一部改正の

   件 

＜参考＞ 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 （教育委員会の意見聴取） 

 第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その

他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成

する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 （条例による事務処理の特例）  

第５５条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めると 

ころにより、市町村が処理することとすることができる。 

（中略） 

   ４ 都道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道

府県委員会の意見を聴かなければならない。 

○大阪府教育委員会事務決裁規則 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教育長がその

事項を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会議において

報告し、その承認を受けるものとする。 
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教育振興基本計画項目
予算額
（千円）

【参考】2月16日報告内容

予算額
（千円）

271,751 271,713

19,091 19,076

4,937 4,937

13,385 13,385

29,214 29,214

20,065 20,065

33,764,615 33,764,614

822 24,854

一部新 227,574 227,570

5,586 5,586

一部新 68,237 68,237

14,067 14,059

79,515 79,515

35,557 35,557

7,269 7,269

112,747 112,747

新規 2,688 2,688

350,788 350,743

27,048 27,048

19,770 19,770

342,943 342,943

30,718 30,718

3,190 3,190

19,216 19,216

653,620 653,620

26,783 26,783

42,543 42,504

238,237 238,237

938,618 938,618

57,143 57,143

新規 16,842 16,842

1,802,448 1,802,448

2,565,166 2,565,166

4,104,575 4,104,575

1,111,155 1,108,635

493,806 493,806

36,190,289 36,065,462

19,218,652 19,218,652

345,100 345,100

12,685,308 12,495,839

5,731,398 5,731,398

784,075 783,396

308,354 308,354

主な事業

・中学生学びチャレンジ事業費

・確かな学びを育む学校づくり推進事業費（スクール・エンパワーメント推進事業費）

・高等学校通級指導実施費

・就学支援金関連事業費

・課題を抱える生徒フォローアップ事業費

・学校給食実施費

・府立学校施設・設備改修費

・私立幼稚園振興助成費

【基本方針５】 子どもたちの健やかな体をはぐくみます

・子どもの体力づくりサポート事業費

・障がいのある生徒の高校生活支援事業費

・スクールソーシャルワーカー配置事業費

・実業教育充実事業費

・グローバルリーダーズハイスクール支援事業費

・高度医療サポート看護師配置事業費

【基本方針３】 障がいのある子ども一人ひとりの自立を支援します

【基本方針４】 子どもたちの豊かでたくましい人間性をはぐくみます

・市町村医療的ケア体制整備推進事業費（実施体制サポート事業費を含む）

・施設型給付費等負担金

・大阪府育英会助成費

・小中学校生徒指導体制推進事業費

・児童生徒支援対策事業費

・教職員資質向上方策推進事業費

・校長マネジメントの強化（学校経営推進事業費・校長マネジメント推進事業費）

・私立中学校等修学支援実証事業費補助金

・競技力向上対策事業費補助金

65,466

・学校情報ネットワーク再構築事業費

・府立学校老朽化対策費

・支援教育地域支援整備事業費

・スクールカウンセラー配置事業費

・高等学校支援教育力充実事業費

・知的障がいのある生徒の教育環境整備事業費

・教職員採用選考費

【基本方針１０】 私立学校の振興を図ります

【基本方針９】 地域の教育コミュニティづくりと家庭教育を支援します

・私立学校耐震化緊急対策事業費補助金

・私立高等学校等振興助成費

【基本方針６】 教員の力とやる気を高めます

・府立学校教育ICT化推進事業費

・学習環境改善事業費（府立高校トイレ改修）

・部活動指導員配置事業費

【基本方針８】 安全で安心な学びの場をつくります

・私立高等学校等生徒授業料支援補助金(事務費等除く)

【基本方針７】 学校の組織力向上と開かれた学校づくりをすすめます

・教育コミュニティづくり推進事業費

・府立学校耐震性能向上・大規模改造事業費

・高等学校教育環境改善事業費

・能勢高等学校再編整備事業費

65,466

【基本方針１】市町村とともに小・中学校の教育力を充実します

・骨太の英語力養成事業費

【基本方針２】 公私の切磋琢磨により高校の教育力を向上させます

・英語教育推進事業費

・府立高等学校再編整備事業費

・併設型中高一貫校運営事業費

教育庁 平成３０年度当初予算の主な事業

５，３５０億４，１９２万９千円

５，３３２億１，９０１万４千円

５，２５８億１，８７３万３千円

１００．３％

平成３０年度当初予算額

平成２９年度当初予算額

平成２９年度最終予算額

前年比　30当初／29当初

一般会計

※私立学校に関する

事業であるため協議
の対象外
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○知事から意見聴取があった議案一覧

【事件議決案（２件）】

番

号
件     名 概          要 備    考

１

工事請負契約締結の

件（大阪府立成城高

等学校校舎棟改築工

事）

大阪府立成城高等学校校舎棟改築工事請負契約

契約金額 １０億６，３８０万円

請 負 者 株式会社旭工建

工事内容 耐震対策のための校舎棟改築工事

   ―

２

大阪府公立高等学校

定時制課程及び通信

制課程修学奨励費貸

付金に関する債権放

棄の件

大阪府公立高等学校定時制課程及び通信制課程

修学奨励費貸付金の債務者に対して、大阪府が

有する債権を放棄することについて議決を求め

るもの。

件  数：７件

金  額：２４６，０００円及び

当該貸付金に係る遅延損害金

2月 16日の教育委員会
会議において報告した

内容から変更なし
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【条例案（１１件）】

番号 件     名 概          要 備    考

１

大阪府青少年健全

育成条例一部改正

の件 

１ いわゆる「ＪＫビジネス」に関し、有害役務営

業を定義し、これに必要な規制を行うとともに、

立入調査の権限及び義務違反者に対する罰則を

設ける。 

 〔主な改正内容〕 

 ・有害役務営業者に対し、青少年を接客業務に従

事させることや青少年を客として立ち入らせ

ることを禁止する。 

・何人も、青少年に対し有害役務営業の接客業務

に従事するよう勧誘することや有害役務営業

の客となるよう勧誘すること等を禁止する。 

・有害役務営業者に対し、青少年の営業所への立

入りを禁止する旨を広告に明示することや営

業所入口に掲示することのほか、従業者名簿の

備付け及び保存を義務付ける。 

施行日：平成３０年７月１日 

２ 青少年が安全に安心してインターネットを利

用できる環境の整備等に関する法律の改正に伴

い、フィルタリング手続に係る規制について、対

象事業者を携帯電話事業者に加えて契約代理店

まで拡大する等の改正を行う。 

施行日：平成３０年４月１日 

大阪府は、府教育庁や

府警察等と連携し、教

育及び啓発活動の推進

に努める。

２

知事及び副知事の

給料、手当及び旅

費に関する条例一

部改正の件

一般職との均衡を考慮し、副知事の期末手当の支給

割合を改める。 

  〔改正前〕３．８５月 

  〔改正後〕３．９５月 

   施行日：平成３０年４月１日 

教育長の期末手当が影

響を受ける。

３

職員の特殊勤務手

当に関する条例一

部改正の件 

１ 国家公務員について、特定大規模災害に対処す

るための業務に従事した場合等の特殊勤務手当

に関する規定が追加されたことに伴い、同趣旨の

規定を追加する。 

 ・死体の取扱いに関する業務 

１日 １，０００円を超えない範囲内において

人事委員会規則で定める額 等 

施行日：公布の日 

２ 国税犯則取締法の廃止により、規定の整備（条

項ずれ是正等）を行う。 

施行日：平成３０年４月１日

教育委員会を含む大阪

府全体に関すもの
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４

職員の管理職手当

の特例に関する条

例一部改正の件 

財政状況を踏まえ、職員の管理職手当の時限的減額

を行う特例期間の終期を平成３０年３月３１日か

ら平成３１年３月３１日に延長する。 

施行日：平成３０年４月１日 

教育委員会を含む大阪

府全体に関すもの

５

知事等の給料及び

期末手当の特例に

関する条例一部改

正の件 

財政状況を踏まえ、知事、副知事等の給料及び期末

手当の時限的減額を行う特例期間の終期を平成３

０年３月３１日から平成３１年３月３１日に延長

する。 

施行日：平成３０年４月１日 

教育長の給料及び期末

手当の減額の延長

６

大阪府職員基本条

例一部改正の件 

八尾市の中核市移行に伴い、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律に基づく府費負担教職員の研

修事務を同市が処理することから、研修の規定につ

いては、同市が設置する学校の府費負担教職員には

適用しないこととする。 

    施行日：平成３０年４月１日 

    ―

７

大阪府福祉行政事

務に係る事務処理

の特例に関する条

例一部改正の件

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律の改正により、幼保連携型認

定こども園以外の認定こども園の認定等の事務に

ついて都道府県から指定都市及び中核市へ移譲さ

れることに伴い、当該事務を指定都市及び中核市が

処理することとしている規定を削除する。

施行日：平成３０年４月１日

（福祉部と共管）

2月16日の教育委員会
会議において報告した

内容から変更なし

８

大阪府認定こども

園の認定の要件並

びに設備及び運営

に関する基準を定

める条例一部改正

の件 

幼稚園教育要領等の改正に伴い、規定の整備（条項

ずれ是正等）を行う。 

施行日： 平成３０年４月１日ほか 

（福祉部と共管） 

2月16日の教育委員会
会議において報告した

内容から変更なし
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９

大阪府立学校条例

一部改正の件 

１ 府立学校の児童及び生徒の数の変動に伴う学

級数の増減並びに国の定数改善等に伴い、府立学

校の職員の定数を改正する。 

・中学校      １４人 →    １７人 

・高等学校  ９，８１０人 →９，５２５人 

・特別支援学校 ５，５７３人 →５，５０７人 

施行日：平成３０年４月１日 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

基づく学校運営協議会を設置することに伴い、本

条例に基づいて設置している学校協議会を廃止

等する。 

施行日：平成３０年４月１日 

３ 大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備

計画に基づき、大阪府立和泉総合高等学校及び大

阪府立成美高等学校の学科を改編する。 

施行日：平成３０年４月１日 

４ 大阪府立大手前高等学校、大阪府立高津高等学

校、大阪府立豊中高等学校、大阪府立茨木高等学

校、大阪府立四條畷高等学校、大阪府立生野高等

学校、大阪府立三国丘高等学校及び大阪府立岸和

田高等学校において、全日制普通科の募集を停止

し、文理学科のみの募集としたことに伴う所要の

改正を行う。 

施行日：平成３０年４月１日 

５ 大阪府立高等学校・大阪市立高等学校再編整備

計画に基づき、大阪府立柏原東高等学校及び大阪

府立長野北高等学校を閉校する。 

施行日：規則で定める日

2月16日の教育委員会
会議において報告した

内容から変更なし
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10 

府費負担教職員定

数条例一部改正の

件 

政令市を除く市町村立学校の児童及び生徒の数の

変動に伴う学級数の増減並びに国の定数改善等に

伴い、府費負担教職員の定数を改正する。 

・小 学 校（義務教育学校の前期課程を含む。） 

１７，２８９人 →  １７，４８０人 

・中 学 校（義務教育学校の後期課程を含む。） 

１０，２７３人 →  １０，１０４人 

・高等学校           

２５人     →  ２４人 

・ 特別支援学校 

１５人     →  １５人 

施行日：平成３０年４月１日

2月16日の教育委員会
会議において報告した

内容から変更なし

11 

大阪府文化財保護

法に基づく事務に

係る事務処理の特

例に関する条例一

部改正の件 

八尾市の中核市移行に伴い、文化財保護法に基づく

事務の一部を同市が処理することとなるため、同市

が処理することとなる事務について、規定の整備を

行う。

施行日： 平成３０年４月１日

2月16日の教育委員会
会議において報告した

内容から変更なし

○議会から意見聴取があった議案一覧

【条例案（１件）】

１

大阪府文化財保護

法に基づく事務に

係る事務処理の特

例に関する条例一

部改正の件 

八尾市の中核市移行に伴い、文化財保護法に基づく

事務の一部を同市が処理することとなるため、同市

が処理することとなる事務について、規定の整備を

行う。

施行日： 平成３０年４月１日

上記１１と同じ件
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第

号

大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
阪
府
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
携
帯
電
話
端
末
等
に
よ
る
有
害
情
報
の
閲
覧
の
防
止

措
置
）

第
二
十
八
条

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
携
帯

電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
等
（
以

下
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
に
規
定
す
る
役
務
提
供

契
約
（
以
下
「
役
務
提
供
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結

又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る

相
手
方
が
青
少
年
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
青

少
年
に
対
し
、
役
務
提
供
契
約
に
係
る
法
第
二
条
第
七

項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
使
用
者
が
青
少

年
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
よ

う
と
す
る
相
手
方
が
そ
の
青
少
年
の
保
護
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
当
該
保
護
者
に
対
し
、
法
第
二
条
第
十
項

に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ

ー
ビ
ス
（
以
下
「
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い

う
。
）
を
利
用
し
な
い
場
合
の
危
険
性
を
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
等
は
、
役
務
提
供
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取

次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
の

青
少
年
又
は
保
護
者
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
説

明
し
た
事
項
並
び
に
法
第
十
四
条
各
号
に
規
定
す
る

事
項
を
記
載
し
た
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
に
つ
い
て
は
、
同

項
に
規
定
す
る
説
明
書
の
交
付
に
代
え
て
、
電
磁
的
方

法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

一

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事

業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
当
該
青
少

年
又
は
保
護
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を

接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
前
項
に
規
定

す
る
説
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
送
信
し
、
当
該

青
少
年
又
は
保
護
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

（
携
帯
電
話
端
末
等
に
よ
る
有
害
情
報
の
閲
覧
の
防
止

措
置
）

第
二
十
八
条

法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
携
帯
電

話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
（
以
下

「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
携
帯

電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
（
以
下
「
携
帯
電
話

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
」
と
い
う
。
）
に
係
る
契

約
（
契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
契
約
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
締
結
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
使
用
者
が
青
少

年
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
は
、
前
項
の
契
約
で
あ
っ
て
、
当
該
契
約
の
相
手
方

又
は
携
帯
電
話
端
末
若
し
く
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
の
使
用

者
が
青
少
年
で
あ
る
も
の
を
締
結
す
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
青
少
年
の
保
護
者
が
法
第
十
七
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
申
出
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
保
護
者
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
提
供

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
青
少
年
が
有
害
情
報
を
閲

覧
す
る
機
会
が
生
じ
る
こ
と
。

二

法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情

報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
フ
ィ
ル
タ

リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
の
意
義
及
び
内
容

三

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
場

合
の
危
険
性
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に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

二

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事

業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
説

明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
当
該
青
少
年
又
は
保
護
者
の
閲
覧
に
供
す
る

方
法

４

保
護
者
は
、
法
第
十
五
条
た
だ
し
書
の
申
出
を
す
る

と
き
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い

理
由
等
を
記
載
し
た
書
面
（
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気

的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
（
以
下
「
携
帯
電
話

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
場

合
に
限
り
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な

い
役
務
提
供
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し

た
場
合
に
は
、
当
該
役
務
提
供
契
約
の
終
了
若
し
く
は

解
除
の
日
又
は
当
該
青
少
年
が
十
八
歳
に
達
し
、
若
し

く
は
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
者
と
な
っ
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
、
第

四
項
に
規
定
す
る
書
面
又
は
そ
の
写
し
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
申
出

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
三
項

中
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

役
務
提
供
事
業
者
等
」
と
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
フ

ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
希
望
し

な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

等
に
対
す
る
勧
告
及
び
公
表
）

第
二
十
九
条

知
事
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
役
務
提
供
事
業
者
等
が
前
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し

く
は
第
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条

第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る

と
認
め
る
と
き
又
は
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
役
務
提
供
事
業
者
が
同
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六

項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

等
又
は
当
該
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務

提
供
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧

告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提

供
事
業
者
等
又
は
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

３

保
護
者
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
申
出

を
す
る
と
き
は
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
な
い
理
由
等
を
記
載
し
、
署
名
し
た
書
面
（
以
下
「
申

出
書
」
と
い
う
。
）
を
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
役
務
提
供
事
業
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た

場
合
に
限
り
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

な
い
第
一
項
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
役
務
提
供
事
業
者
は
、
当
該
申
出
書
に
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
説
明
を
行
っ
た
こ
と
を
記
載
し
、
署
名
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業

者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に

は
、
契
約
の
終
了
若
し
く
は
解
除
の
日
又
は
当
該
青
少

年
が
十
八
歳
に
達
し
、
若
し
く
は
婚
姻
に
よ
り
成
年
に

達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
と
な
っ
た
と
き
の
い

ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
、
申
出
書
又
は
そ
の
写
し
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提
供
事
業
者

に
対
す
る
勧
告
及
び
公
表
）

第
二
十
九
条

知
事
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
役
務
提
供
事
業
者
が
、
前
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第

四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役

務
提
供
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を

勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
提

供
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
か
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第
二
条

大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

役
務
提
供
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従

わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ

の
勧
告
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

っ
た
と
き
は
、
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
勧
告

内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

改
正
後

改
正
前

目
次前

文
第
一
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節
―
第
五
節

（
略
）

第
六
節

有
害
役
務
営
業
に
関
す
る
規
制
（
第
二
十

六
条
―
第
三
十
条
）

第
七
節

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
の
整
備
（
第

三
十
一
条
―
第
三
十
六
条
）

第
八
節

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
係

る
広
告
に
関
す
る
規
制
（
第
三
十
七
条
・

第
三
十
八
条
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節

青
少
年
の
健
全
な
成
長
を
阻
害
す
る
行

為
の
禁
止
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
三

条
）

第
二
節

子
ど
も
の
性
的
虐
待
の
記
録
の
製
造
等

に
関
す
る
規
制
（
第
四
十
四
条
―
第
四

十
六
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
一
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
五
十
二
条
―
第
六
十
一
条
）

附
則

（
定
義
）

第
三
条

（
略
）

一
―
六

（
略
）

七

有
害
役
務
営
業

店
舗
型
有
害
役
務
営
業
及
び

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
を
い
う
。

八

店
舗
型
有
害
役
務
営
業

次
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
営
業
で
あ
っ
て
、
客
の
性
的
好
奇
心
を
そ
そ

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

イ

店
舗
を
設
け
、
当
該
店
舗
に
お
い
て
専
ら
異
性

の
客
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ
る
役
務
を
提
供

す
る
営
業

ロ

店
舗
を
設
け
、
当
該
店
舗
に
お
い
て
専
ら
客
に

異
性
の
姿
態
を
見
せ
る
役
務
を
提
供
す
る
営
業

ハ

店
舗
を
設
け
、
当
該
店
舗
に
お
い
て
専
ら
異
性

の
客
に
、
営
業
に
従
事
す
る
者
と
の
会
話
の
機
会

を
提
供
し
、
又
は
営
業
に
従
事
す
る
者
と
遊
興
を

さ
せ
る
営
業

ニ

店
舗
を
設
け
、
営
業
に
従
事
す
る
者
を
専
ら
異

性
の
客
に
同
伴
さ
せ
る
営
業

ホ

喫
茶
店
、
バ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
飲

食
を
さ
せ
る
営
業
の
う
ち
、
客
に
接
す
る
業
務
に

従
事
す
る
者
に
、
水
着
、
下
着
そ
の
他
肌
の
露
出

部
分
が
著
し
く
大
き
い
服
装
を
さ
せ
、
又
は
着
衣

目
次前

文
第
一
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節
―
第
五
節

（
略
）

第
六
節

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
の
整
備
（
第

二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
）

第
七
節

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
係

る
広
告
に
関
す
る
規
制
（
第
三
十
二
条
・

第
三
十
三
条
）

第
三
章

（
略
）

第
一
節

青
少
年
の
健
全
な
成
長
を
阻
害
す
る
行

為
の
禁
止
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
八

条
）

第
二
節

子
ど
も
の
性
的
虐
待
の
記
録
の
製
造
等

に
関
す
る
規
制
（
第
三
十
九
条
―
第
四

十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
四
条
）

附
則

（
定
義
）

第
三
条

（
略
）

一
―
六

（
略
）
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内
の
下
着
を
客
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

姿
態
を
さ
せ
る
も
の

九

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業

次
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
営
業
で
あ
っ
て
、
客
の
性
的
好
奇
心
を
そ
そ

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
事
務
所
、
受
付
所
（
当
該
営
業

に
係
る
役
務
の
提
供
以
外
の
客
に
接
す
る
業
務
を

行
う
た
め
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該

営
業
（
事
務
所
又
は
受
付
所
を
設
け
な
い
も
の
に
限

る
。
）
の
受
付
を
行
う
た
め
に
用
い
る
通
信
端
末
機

器
の
存
す
る
場
所
又
は
当
該
営
業
に
従
事
す
る
者

で
客
の
依
頼
に
応
じ
て
派
遣
さ
れ
る
も
の
と
当
該

客
と
が
接
す
る
場
所
が
府
の
区
域
内
に
あ
る
も
の

を
い
う
。

イ

専
ら
異
性
の
客
に
接
触
し
、
又
は
接
触
さ
せ

る
役
務
を
提
供
す
る
営
業
で
、
当
該
役
務
を
行

う
者
を
、
そ
の
客
の
依
頼
を
受
け
て
派
遣
す
る

こ
と
に
よ
り
営
む
も
の

ロ

専
ら
客
に
異
性
の
姿
態
を
見
せ
る
役
務
を
提

供
す
る
営
業
で
、
当
該
役
務
を
行
う
者
を
、
そ

の
客
の
依
頼
を
受
け
て
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り

営
む
も
の

ハ

専
ら
異
性
の
客
に
、
営
業
に
従
事
す
る
者
と

の
会
話
の
機
会
を
提
供
し
、
又
は
営
業
に
従
事

す
る
者
と
遊
興
を
さ
せ
る
営
業
で
、
当
該
会
話

し
、
又
は
遊
興
す
る
者
を
、
そ
の
客
の
依
頼
を

受
け
て
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
営
む
も
の

ニ

営
業
に
従
事
す
る
者
を
専
ら
異
性
の
客
に
同

伴
さ
せ
る
営
業
で
、
当
該
同
伴
を
さ
せ
る
者
を
、

そ
の
客
の
依
頼
を
受
け
て
派
遣
す
る
こ
と
に
よ

り
営
む
も
の

第
二
十
五
条

（
略
）

第
六
節

有
害
役
務
営
業
に
関
す
る
規
制

（
有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
の
禁
止
行
為
等
）

第
二
十
六
条

店
舗
型
有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

営
業
所
で
青
少
年
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事

さ
せ
る
こ
と
。

二

青
少
年
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る

こ
と
。

２

無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
は
、
次
に
掲
げ

る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

青
少
年
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
。

二

青
少
年
を
客
と
す
る
こ
と
。

３

有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
は
、
当
該
営
業
に
関
す
る

広
告
又
は
宣
伝
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
青
少
年
の
営

業
所
へ
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
旨
（
無
店
舗
型
有
害
役

務
営
業
を
営
む
者
に
あ
っ
て
は
、
青
少
年
が
客
と
な
る

こ
と
を
禁
止
す
る
旨
）
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

店
舗
型
有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
は
、
当
該
営
業
所

の
入
口
等
人
の
見
や
す
い
場
所
に
、
青
少
年
の
立
入
り

を
禁
止
す
る
旨
の
掲
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
害
役
務
営
業
に
係
る
勧
誘
行
為
等
の
禁
止
）

第
二
十
七
条

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

（
略
）
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一

青
少
年
を
有
害
役
務
営
業
に
お
い
て
客
に
接
す

る
業
務
に
従
事
す
る
よ
う
に
勧
誘
す
る
こ
と
。

二

青
少
年
を
有
害
役
務
営
業
の
客
と
な
る
よ
う
に

勧
誘
す
る
こ
と
。

三

青
少
年
に
対
し
、
有
害
役
務
営
業
に
係
る
広
告

若
し
く
は
宣
伝
の
用
に
供
さ
れ
る
文
書
、
図
画
そ

の
他
の
物
品
（
以
下
「
宣
伝
文
書
等
」
と
い
う
。
）

を
頒
布
す
る
こ
と
。

四

有
害
役
務
営
業
に
お
い
て
客
に
接
す
る
業
務
に

従
事
す
る
よ
う
に
青
少
年
に
勧
誘
さ
せ
る
こ
と
。

五

有
害
役
務
営
業
の
客
と
な
る
よ
う
に
青
少
年
に

勧
誘
さ
せ
る
こ
と
。

六

宣
伝
文
書
等
を
青
少
年
に
頒
布
さ
せ
る
こ
と
。

（
従
業
者
名
簿
）

第
二
十
八
条

有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
は
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
、
こ
れ
に

当
該
営
業
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
住
所
、
氏

名
、
生
年
月
日
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
を

営
む
者
に
あ
っ
て
は
営
業
所
ご
と
に
、
事
務
所
又
は
受

付
所
を
設
け
て
無
店
舗
型
有
害
役
務
営
業
を
営
む
者

に
あ
っ
て
は
事
務
所
又
は
受
付
所
ご
と
に
備
え
、
及
び

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
害
役
務
営
業
の
停
止
の
命
令
等
）

第
二
十
九
条

知
事
は
、
有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
又
は

そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
当
該
営

業
に
関
し
、
第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と

き
は
、
当
該
有
害
役
務
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
営
業
の

全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き

は
、
当
該
命
令
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所

及
び
当
該
命
令
の
内
容
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
公
表
に
係
る
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
旨
を
通
知
し
、
そ
の
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
出
席

を
求
め
、
釈
明
及
び
証
拠
の
提
出
の
機
会
を
与
え
る
た

め
、
意
見
の
聴
取
の
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
教
育
及
び
啓
発
）

第
三
十
条

府
は
、
有
害
役
務
営
業
が
青
少
年
の
健
全
な

成
長
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
青
少
年
自
ら
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
、
及
び
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
健
全
な
判
断
能
力
の
育

成
に
資
す
る
教
育
及
び
啓
発
活
動
の
推
進
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

第
七
節

（
略
）

第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条

（
略
）

（
調
査
）

第
三
十
五
条

府
は
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
取

組
に
つ
い
て
の
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
節

（
略
）

第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条

（
略
）

（
調
査
）

第
三
十
条

府
は
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
取
組

に
つ
い
て
の
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
六
条

（
略
）

第
八
節

（
略
）

第
三
十
七
条
・
第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
三
十
九
条
―
第
四
十
二
条

（
略
）

（
場
所
の
提
供
及
び
周
旋
の
禁
止
）

第
四
十
三
条

（
略
）

一

第
三
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

二
―
四

（
略
）

（
子
ど
も
の
性
的
虐
待
の
記
録
に
係
る
努
力
義
務
）

第
四
十
四
条

（
略
）

一
―
四

（
略
）

五

第
三
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

六
・
七

（
略
）

２

（
略
）

第
四
十
五
条
・
第
四
十
六
条

（
略
）

第
四
章

（
略
）

（
審
議
会
へ
の
諮
問
等
）

第
四
十
七
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会

（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
―
七

（
略
）

八

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

九

第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
性

的
虐
待
の
記
録
に
係
る
事
項

十

前
条
に
規
定
す
る
情
報
の
周
知
の
内
容
及
び
方

法

２

（
略
）

３

知
事
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
審
議
会

に
諮
問
を
せ
ず
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取

消
し
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
第

二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
十
八
条
・
第
四
十
九
条

（
略
）

（
立
入
調
査
等
）

第
五
十
条

知
事
は
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
、

第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま

で
、
第
三
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
条
の
規
定
の
実

施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
規
則
で
定
め
る
者
に
、

営
業
時
間
内
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
営
業
の

場
所
に
立
ち
入
り
、
営
業
の
状
況
を
調
査
さ
せ
、
又
は

関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条

（
略
）

第
七
節

（
略
）

第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
章

（
略
）

第
三
十
四
条
―
第
三
十
七
条

（
略
）

（
場
所
の
提
供
及
び
周
旋
の
禁
止
）

第
三
十
八
条

（
略
）

一

第
三
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

二
―
四

（
略
）

（
子
ど
も
の
性
的
虐
待
の
記
録
に
係
る
努
力
義
務
）

第
三
十
九
条

（
略
）

一
―
四

（
略
）

五

第
三
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為

六
・
七

（
略
）

２

（
略
）

第
四
十
条
・
第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
章

（
略
）

（
審
議
会
へ
の
諮
問
等
）

第
四
十
二
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会

（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
―
七

（
略
）

八

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
性

的
虐
待
の
記
録
に
係
る
事
項

九

前
条
に
規
定
す
る
情
報
の
周
知
の
内
容
及
び
方

法

２

（
略
）

３

知
事
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
審
議
会

に
諮
問
を
せ
ず
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取

消
し
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
・
第
四
十
四
条

（
略
）

（
立
入
調
査
等
）

第
四
十
五
条

知
事
は
、
第
十
二
条
か
ら
第
二
十
条
ま

で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
三

十
五
条
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
規

則
で
定
め
る
者
に
、
営
業
時
間
内
に
限
り
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
係
る
営
業
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
営
業
の
状
況

を
調
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は

資
料
の
提
出
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

公
安
委
員
会
は
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第

一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
又
は
第
四

十
条
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
公
安

委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
、
営
業
時
間
内
に
限
り
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
営
業
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
営

業
の
状
況
を
調
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、

若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
・
４

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
章

（
略
）

第
五
十
二
条

第
三
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

第
五
十
三
条

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
四
条

第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
第
一

号
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
五
条

第
四
十
三
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四

号
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

第
五
十
六
条

（
略
）

一

第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十

七
条
、
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
又
は
第
四

十
三
条
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
従
業
者
名

簿
を
備
え
ず
、
又
は
こ
れ
に
必
要
な
記
載
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者

三

第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は

同
項
の
資
料
の
提
供
を
拒
み
、
若
し
く
は
虚
偽
の

資
料
を
提
供
し
た
者
（
第
十
二
条
の
規
定
の
実
施

に
関
す
る
者
を
除
く
。
）

第
五
十
八
条

（
略
）

第
五
十
九
条

第
二
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
一
号
、
第
二
十
七
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
三

十
九
条
、
第
四
十
二
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は

第
四
十
三
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規

２

公
安
委
員
会
は
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第

一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
、
営

業
時
間
内
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
営
業
の
場

所
に
立
ち
入
り
、
営
業
の
状
況
を
調
査
さ
せ
、
又
は
関

係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

第
四
十
六
条

（
略
）

第
五
章

（
略
）

第
四
十
七
条

第
三
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、

二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

第
四
十
八
条

第
三
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四

号
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

第
四
十
九
条

（
略
）

一

第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二

十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、

第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
又
は
第
三
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

一

（
略
）

二

第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は

同
項
の
資
料
の
提
供
を
拒
み
、
若
し
く
は
虚
偽
の

資
料
を
提
供
し
た
者
（
第
十
二
条
の
規
定
の
実
施

に
関
す
る
者
を
除
く
。
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
二
条

第
三
十
四
条
、
第
三
十
七
条
第
二
号
若
し

く
は
第
三
号
又
は
第
三
十
八
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し

く
は
第
四
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
当
該
青
少
年

の
年
齢
を
知
ら
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
第
四
十
七
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
阪
府
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）

２

大
阪
府
附
属
機
関
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

定
に
違
反
し
た
者
は
、
当
該
青
少
年
の
年
齢
を
知
ら
な

い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
第
五
十
二
条
、
第
五
十
四
条
、

第
五
十
五
条
又
は
第
五
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
過
失

の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の

代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又

は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
八

条
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す

る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰

金
刑
又
は
科
料
刑
を
科
す
る
。

第
六
十
一
条

（
略
）

条
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
過

失
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人

の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人

又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十

一
条
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰

す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の

罰
金
刑
又
は
科
料
刑
を
科
す
る
。

第
五
十
四
条

（
略
）

改
正
後

改
正
前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一

（
略
）

名
称

担
任
す
る
事
務

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
青
少
年
健
全

育
成
審
議
会

大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成

条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大

阪
府
条
例
第
四
号
）
第
四

十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
調

査
審
議
並
び
に
地
方
青
少

年
問
題
協
議
会
法
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
八
十
三

号
）
の
規
定
に
よ
る
青
少

年
問
題
の
総
合
的
施
策
の

樹
立
に
つ
い
て
の
調
査
審

議
及
び
そ
の
施
策
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
関
係

行
政
機
関
相
互
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
事
務

（
略
）

（
略
）

二
・
三

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一

（
略
）

名
称

担
任
す
る
事
務

（
略
）

（
略
）

大
阪
府
青
少
年
健
全

育
成
審
議
会

大
阪
府
青
少
年
健
全
育
成

条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大

阪
府
条
例
第
四
号
）
第
四

十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
調

査
審
議
並
び
に
地
方
青
少

年
問
題
協
議
会
法
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
八
十
三

号
）
の
規
定
に
よ
る
青
少

年
問
題
の
総
合
的
施
策
の

樹
立
に
つ
い
て
の
調
査
審

議
及
び
そ
の
施
策
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
関
係

行
政
機
関
相
互
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
事
務

（
略
）

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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大
阪
府
条
例
第

号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
大
阪
府
条
例

第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

第
五
条

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
六
月
一
日
又
は

十
二
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
現
在
（
基

準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

退
職
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
知
事
又
は
副
知
事
が
受

け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び
そ
の
月
額
に
百
分
の
二

十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
六
月
に
支
給
す
る

場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
九
十
、
十
二
月
に
支
給
す

る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
二
百
五
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ

の
者
の
在
職
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
職
員
の
期
末
手

当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大

阪
府
条
例
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
に
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

（
略
）

附

則

１

（
略
）

２

知
事
の
期
末
手
当
に
関
す
る
第
五
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
百
分

の
百
九
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
八
十
五
」
と
、

「
百
分
の
二
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
二
百
」
と

す
る
。
た
だ
し
、
期
末
手
当
の
額
が
知
事
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
例
に
よ
る

べ
き
知
事
の
期
末
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

３
・
４

（
略
）

５

附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
者
の
退
職
手
当
に
つ
い

て
は
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
額
は
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
し
、
そ

の
支
給
方
法
は
府
の
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

６

（
略
）

第
五
条

知
事
等
の
期
末
手
当
の
額
は
、
六
月
一
日
又
は

十
二
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
現
在
（
基

準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

退
職
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
知
事
又
は
副
知
事
が
受

け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び
そ
の
月
額
に
百
分
の
二

十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
、
六
月
に
支
給
す
る

場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
八
十
五
、
十
二
月
に
支
給

す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
二
百
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ

の
者
の
在
職
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
職
員
の
期
末
手

当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
大

阪
府
条
例
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
に
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

（
略
）

附

則

１

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
の
退
職
手
当
に
つ
い

て
は
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
額
は
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
し
、
そ

の
支
給
方
法
は
府
の
一
般
職
の
職
員
の
例
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

５

（
略
）

６

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関

す
る
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
百
分
の
二
百
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百

九
十
五
」
と
す
る
。
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
大
阪
府
条
例
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

第
六
条

（
略
）

一
―
三

（
略
）

四

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
百
五
十
六
号
。
以
下
「
原
災
法
」
と
い
う
。
）

第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態

宣
言
が
さ
れ
た
場
合
（
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十

三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋

沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故

に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
場
合

を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
職
員
が
次
に
掲
げ
る
業
務

に
従
事
し
た
と
き
。

イ

原
災
法
第
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
緊
急

事
態
応
急
対
策
実
施
区
域
に
所
在
す
る
原
災
法

第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
の

う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
（
ロ
に
お

い
て
「
特
定
原
子
力
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
敷

地
内
に
お
い
て
行
う
業
務

ロ

特
定
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
災
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
原
子
力
災
害

対
策
本
部
長
の
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
す
る

指
示
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
区
域
等
を
考
慮
し

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
域
に
お
い
て

行
う
業
務
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

（
略
）

一
―
三

（
略
）

四

前
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
業
務

次
に

掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額

イ

前
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
原
子

炉
建
屋
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に

限
る
。
）
内
に
お
い
て
行
う
も
の

四
万
円
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
額

ロ

前
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
イ
に

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

二
万
円
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
額

ハ

前
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
業
務

一
万
円
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
額
（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る

業
務
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
額
を
加
算
し
た
額
）

（
死
体
取
扱
手
当
）

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）

第
六
条

（
略
）

一
―
三

（
略
）

２

（
略
）

一
―
三

（
略
）

（
死
体
取
扱
手
当
）
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第
十
一
条

死
体
取
扱
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支

給
す
る
。

一

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
機
関
に
勤
務
す
る

職
員
（
医
師
で
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
が
、
死
体
解

剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
死
体
の
検
案
又
は
解

剖
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
。

二

職
員
が
、
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で

あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
に
係
る
災
害
対
策
基
本
法

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害

対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の
（
東
日
本
大
震
災
を

除
く
。
以
下
「
特
定
大
規
模
災
害
」
と
い
う
。
）
に

対
処
す
る
た
め
、
死
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
で

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と

き
。

２

死
体
取
扱
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日

に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
業
務

次
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

二
百
五

十
円

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務

千
円
（
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千

円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
額
（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
業

務
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
そ
の
百

分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た

額
）

（
併
給
禁
止
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
六
条
第
一
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
業
務

に
従
事
し
た
場
合
の
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
支
給

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た

場
合
の
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
支
給
と
併
せ
て
行

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
支
給
の
調
整
）

第
二
十
三
条

一
の
日
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
第
四

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
二
以
上
の

業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
業

務
に
係
る
手
当
の
支
給
の
調
整
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
。

（
手
当
額
の
特
例
）

第
二
十
四
条

特
定
大
規
模
災
害
に
対
処
す
る
た
め
、
第

六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
に
引
き
続
き
五
日
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
従
事
し
た

場
合
の
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
額
は
、
同
条
第
二
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
額
に
、
当
該
業
務
の
区
分
に
応

じ
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
額
の
百

第
十
一
条

死
体
取
扱
手
当
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
機
関
に
勤
務
す
る
職
員
（
医
師
で
あ
る
職
員
を
除

く
。
）
が
、
死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
四
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
死
体
の

検
案
又
は
解
剖
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
に

支
給
す
る
。

２

死
体
取
扱
手
当
の
額
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日

に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

二
百
五

十
円

（
併
給
禁
止
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
手
当
額
の
特
例
）
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第
二
条

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で

示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と

す
る
。

２

（
略
）

３

（
略
）

第
二
十
五
条
―
第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

第
二
十
四
条
―
第
二
十
六
条

（
略
）

改
正
後

改
正
前

（
税
務
手
当
）

第
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

イ

納
税
者
若
し
く
は
地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ

く
質
問
検
査
権
（
質
問
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
対
象
と
な
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
代
理
人

又
は
同
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
犯
則
事
件
の
犯
則
嫌
疑
者
若
し
く
は
参
考
人

（
以
下
こ
れ
ら
を
「
納
税
者
等
」
と
い
う
。
）
に

対
し
、
対
面
又
は
対
面
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
行

う
府
税
の
賦
課
徴
収
に
係
る
交
渉

ロ
―
ホ

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

（
税
務
手
当
）

第
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

イ

納
税
者
若
し
く
は
地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ

く
質
問
検
査
権
（
質
問
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
対
象
と
な
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
代
理
人

又
は
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
国
税

犯
則
取
締
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
七

号
）
に
規
定
す
る
犯
則
事
件
の
犯
則
嫌
疑
者
若
し

く
は
参
考
人
（
以
下
「
納
税
者
等
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
対
面
又
は
対
面
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り

行
う
府
税
の
賦
課
徴
収
に
係
る
交
渉

ロ
―
ホ

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）
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大
阪
府
条
例
第

号

職
員
の
管
理
職
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
管
理
職
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条

例
第
三
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理

職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
額
か
ら
そ

の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ

た
額
と
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪
府
条

例
第
三
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理

職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
額
か
ら
そ
の

百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た

額
と
す
る
。
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大
阪
府
条
例
第

号

知
事
等
の
給
料
及
び
期
末
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

知
事
等
の
給
料
及
び
期
末
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
大
阪
府
条
例
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
知
事
の
給
料
及
び
期
末
手
当
の
特
例
）

第
一
条

知
事
の
給
料
の
月
額
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
以
下
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
知
事

及
び
副
知
事
の
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
十
八
号
。
次
項
及
び

次
条
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
か
ら
そ
の
百
分
の

三
十
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
は
、
同

条
に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
第
一
項
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
特
例
期
間
に
お
け
る
基
準
日
（
条
例
第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
知
事
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
の
基
準

日
に
係
る
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
条
例
第
五
条
第
一
項
に
定
め
る
期
末

手
当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
を

減
じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
期
末
手
当
の
額
が
知
事

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
そ

の
例
に
よ
る
べ
き
知
事
の
期
末
手
当
の
額
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
副
知
事
の
給
料
及
び
期
末
手
当
の
特
例
）

第
二
条

副
知
事
の
給
料
の
月
額
は
、
特
例
期
間
に
お
い

て
、
条
例
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定

め
る
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
四
に
相
当
す
る
額
を
減

じ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎

と
な
る
給
料
の
月
額
は
、
同
条
に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例

期
間
に
お
け
る
基
準
日
に
係
る
副
知
事
の
期
末
手
当

の
額
は
、
そ
の
基
準
日
に
係
る
同
項
に
定
め
る
期
末
手

当
の
額
か
ら
そ
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
を
減

じ
た
額
と
す
る
。

第
三
条
―
第
五
条

（
略
）

（
知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
及
び
期
末
手
当
の
特
例
）

第
一
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
の
月
額
は
、
平
成
二

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
知
事
及
び
副
知
事
の
給
料
、
手
当
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
十
八
号
。

次
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
定
め
る
額
か
ら
、
知
事
に
あ

っ
て
は
そ
の
百
分
の
三
十
、
副
知
事
に
あ
っ
て
は
そ
の

百
分
の
十
四
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額

は
、
同
条
に
定
め
る
額
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例

期
間
に
お
け
る
基
準
日
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
日
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
知
事

及
び
副
知
事
の
期
末
手
当
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基

準
日
に
係
る
同
項
に
定
め
る
期
末
手
当
の
額
か
ら
、
知

事
に
あ
っ
て
は
そ
の
百
分
の
三
十
、
副
知
事
に
あ
っ
て

は
そ
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と

す
る
。
た
だ
し
、
期
末
手
当
の
額
が
知
事
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
例
に
よ
る

べ
き
知
事
の
期
末
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
二
条
―
第
四
条

（
略
）
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大
阪
府
条
例
第

号

大
阪
府
職
員
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
阪
府
職
員
基
本
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
適
用
除
外
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
十
一
条
の
規
定
は
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
高
槻

市
、
枚
方
市
、
八
尾
市
、
箕
面
市
、
東
大
阪
市
、
豊
能

町
又
は
能
勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の
府
費
負
担
教
職

員
に
は
適
用
し
な
い
。

（
適
用
除
外
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
十
一
条
の
規
定
は
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
高
槻

市
、
枚
方
市
、
箕
面
市
、
東
大
阪
市
、
豊
能
町
又
は
能

勢
町
が
設
置
す
る
学
校
の
府
費
負
担
教
職
員
に
は
適

用
し
な
い
。
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